
日時：2023 年 10月25日（水） 14：00～
場所：前橋プラザ元気２１ にぎわいホール (前橋市本町二丁目12－1)

＊説明会参加へのお申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
＊説明会に参加いただかなくても加盟店のお申し込みは可能です。
＊説明会の様子を撮影した動画は、後日前橋市の YouTubeアカウントとめぶくPay 公式ホームページに
　掲載いたします。

×

加盟店募集説明会を開催します

前橋の新しいキャッシュレス決済サービス「めぶくPay」が

2023年12月20日（水）より始まります!

支払い
完了！

加
盟店

募集説明会

10月
25日（水）

様々なお店が対象
前橋市内にある店舗や事
業所であればジャンルは
問いません。

移動販売車OK
前橋市内で営業許可を得
たキッチンカーや移動販売
車も対象です。

準備する物なし
送られてきた QR コードス
タンドを組み立ててレジ横
に置くだけです。

導入費 0円
端末の導入費や加盟店手
数料はありません。お気軽
にお申し込みください。

加盟店を募集します

COFFEE SHOP

＊詳細は裏面の加盟条件をご覧ください



＊管理ツールはPCまたはタブレットで開けます。 端末がない場合はお問い合わせください。

＊紙の申請書が必要な場合は、お問い合わせください。

加盟条件

加盟店申し込みから導入までの流れ

お問い合わせ先

前橋市内に店舗または事業所を有する者（法人も含む。）で、次の 1.から4. のいずれにも
該当しない者。キッチンカーについては前橋市内で営業許可を受けた車両。

めぶくPay 公式ホームページ：https://mebukupay.com

1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和 23年法律第 122 号 ) 第２条第 5項に規定する性風俗
特殊営業を行なっている者

2. 諸法令及び加盟店規約、ならびに公序良俗に反する事業・営業を行っている者

3. めぶくPay の利用対象にならない物品 (チケット・金券等 )・サービスを主として取扱う者

4. 役員等が、前橋市暴力団排除条例第 2条に規定する者 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年
法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する者 

本事業は、前橋市とめぶくグラウンド ( 株 ) の連携事業です。

めぶくグラウンド株式会社
群馬県前橋市表町 2-30-8AQERU 前橋 6F

前払式支払手段発行事業者としてmyFinTech( 株 ) を使用しています。

my FinTech 株式会社
東京都港区虎ノ門４-1-28 虎ノ門タワーズオフィス 23F

記載の情報は2023 年 10月現在のものです。内容は予告なく変更される場合があります。詳しくはめぶくPay ホームページをご覧ください。
※記載の商品名およびブランド名他は各社の商標または登録商標です。　QRコードは (株 )デンソーウェーブの登録商標です。

めぶくPay 公式ホームページから加盟店のお申し
込みを行います。01

02

03

スマホや PCから申し込みフォームに店舗または事業者情報をご入力いただ
きます。売上金入金用の銀行口座、ご連絡用メールアドレスは予めご用意の上
お申し込みください。

お申し込み内容の審査が完了しましたらメールで
お知らせいたします。

審査完了後、ご登録のメールアドレス宛に加盟店用の管理ツール情報をお送
りいたします。
またご登録いただいたご住所に「スターターキット」を郵送いたします。

初期設定を行いQRコードスタンドを設置したら
完了です。

スターターキットのマニュアルに従い、管理ツールの初期設定を行ってください。
設定完了後、お店にQRコードスタンドを設置したら導入完了です。

スマホ PC

めぶくPayコールセンター：050-8890-9406 （平日9:00～17:00）


